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（証券コード2659）
平成29年５月９日

株 主 各 位
沖縄県宜野湾市大山７丁目２番10号
株式
会社
代表取締役社長 上 地 哲 誠

第47期定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
　さて、当社第47期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席下さいま
すようご通知申し上げます。
　なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数な
がら後記の株主総会参考書類をご検討下さいまして、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただ
き、平成29年５月24日（水曜日）午後６時までに到着するようご送付下さいますようお願い申し上
げます。

敬　具
記

１．日 時 平成29年５月25日（木曜日）午前10時
（午前９時に開場いたします。）

２．場 所 沖縄県宜野湾市真志喜４丁目１番１号
ラグナガーデンホテル２Ｆ　羽衣の間

３．目 的 事 項
報 告 事 項

１．第47期（平成28年３月１日から平成29年２月28日まで）事業報告、連結計算書類並びに
会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

２．第47期（平成28年３月１日から平成29年２月28日まで）計算書類報告の件
決 議 事 項

第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 定款一部変更の件
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件
第４号議案 監査等委員である取締役４名選任の件
第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件
第６号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

以　上
◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出下さいますようお願い申し上

げます。また、開会間際は大変混雑いたしますので、お早めにお越し下さい。
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◎本招集ご通知添付書類のうち、「連結注記表」及び「個別注記表」につきましては、法令及び当社定款第
14条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト(http://www.san-a.co.jp/)に掲載しており
ますので、本招集ご通知添付書類には記載しておりません。
なお、監査役が監査報告を、会計監査人が会計監査報告をそれぞれ作成するに際して監査した連結計算書類
及び計算書類には、本招集ご通知添付書類記載のもののほか、この「連結注記表」及び「個別注記表」とし
て表示すべき事項も含まれております。

◎招集ご通知添付書類（事業報告・計算書類・連結計算書類）及び株主総会参考書類に修正が生じた場合は、
インターネット上の当社ウェブサイト（http://www.san-a.co.jp/）に掲載させていただきます。
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（添付書類）

事　 業　 報　 告

(自　平成28年 3 月 1 日
至　平成29年 2 月28日)

１．企業集団の現況に関する事項
⑴　当事業年度の事業の状況

①　事業の経過及びその成果
当連結会計年度におけるわが国経済は、政府の経済政策及び金融政策によって企業収益や雇

用環境が改善するなど、景気は緩やかな回復基調で推移しましたが、海外経済の減速や英国の
ＥＵ離脱問題、米国の新政権の政策等により、先行きは不透明な状況が続いております。

このような環境の中、当社は経営方針を「意識して考えよう」とし、安心・安全・信頼を求
めるお客様に応えるため、仕組み力、商品力、人材力の向上について意識して考え実行すると
ともに、引き続き企業理念の浸透、七大基本の徹底、既存店の活性化、効率化を図り、お客様
満足度の向上に努めてまいりました。

店舗展開につきましては、４月に「ハンビータウン」（沖縄県中頭郡北谷町）を改装し、ベ
ビー用品専門店の「ベビー館」及び「無印良品」を出店いたしました。

その結果、当連結会計年度における営業収益（売上高及び営業収入）は1,802億43百万円（前
連結会計年度比3.7％増）、営業利益は150億6百万円（同6.3％増）、経常利益は154億11百万
円（同6.6％増）、親会社株主に帰属する当期純利益は97億85百万円（同11.5％増）となりま
した。
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セグメント別の状況は次のとおりであります。
小売事業におきましては、ワンランクアップ商品、沖縄県産品、ＰＢ商品（くらしモア・

ローソンセレクト）の販売強化に取り組んだことにより、食料品が堅調に推移したことと、
既存店の増床効果により住居関連用品と外食が好調に推移した結果、売上高は1,689億77百万
円（前連結会計年度比3.4％増）となりました。

コンビニエンスストア事業（以下「ＣＶＳ」という。）は、直営店１店舗、ＦＣ店19店舗
新規出店と１店舗閉店したことにより、売上高（直営店舗）は4億50百万円（前連結会計年度
比16.9％増）、営業収入は60億58百万円（同16.1％増）となりました。

セグメント別の売上状況は次のとおりであります。
セ グ メ ン ト 区 分 金 額 （ 百 万 円 ） 構 成 比 （ ％ ） 前連結会計年度比(％)

小売

衣料品 14,871 8.8 100.6

住居関連用品 49,275 29.1 104.0

食料品 96,756 57.1 103.4

外食 8,073 4.7 104.2

小計 168,977 99.7 103.4

ＣＶＳ 450 0.3 116.9

売上高合計 169,427 100.0 103.4

②　設備投資の状況
当連結会計年度においては、総額76億18百万円の設備投資を行いました。
そのうち主な設備投資は、沖縄県浦添市（出店予定地）の土地の購入によるものであります。

③　資金調達の状況
該当事項はありません。
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⑵　直前３事業年度の財産及び損益の状況
①　企業集団の財産及び損益の状況

区 分 第44期
(平成26年２月期)

第45期
(平成27年２月期)

第46期
(平成28年２月期)

第47期
(当連結会計年度)
(平成29年２月期)

営業収益 (百万円) 157,565 164,553 173,820 180,243

経常利益 (百万円) 11,245 13,175 14,457 15,411

親会社株主に帰属する当期純利益 (百万円) 6,361 7,572 8,773 9,785

１株当たり当期純利益 (円) 199.03 236.90 274.49 306.15

総資産 (百万円) 104,401 122,055 121,882 130,427

純資産 (百万円) 79,881 86,606 94,873 103,688

１株当たり純資産 (円) 2,427.32 2,634.85 2,886.86 3,156.36

（注）　当社は、平成25年９月１日付で普通株式１株を２株とする株式分割を行っております。第44期（平成
26年２月期）の期首に当該株式分割が行われたものと仮定して、１株当たり当期純利益及び１株当たり純
資産を算定しております。

②　当社の財産及び損益の状況

区 分 第44期
(平成26年２月期)

第45期
(平成27年２月期)

第46期
(平成28年２月期)

第47期
(当事業年度)

(平成29年２月期)

営業収益 (百万円) 153,369 159,882 168,218 173,739

経常利益 (百万円) 10,636 12,425 13,476 14,336

当期純利益 (百万円) 6,407 7,639 8,718 9,805

１株当たり当期純利益 (円) 200.45 239.02 272.76 306.77

総資産 (百万円) 101,340 118,634 118,127 126,554

純資産 (百万円) 77,324 84,157 92,143 100,720

１株当たり純資産 (円) 2,419.14 2,632.91 2,882.78 3,151.11

（注）　当社は、平成25年９月１日付で普通株式１株を２株とする株式分割を行っております。第44期（平成
26年２月期）の期首に当該株式分割が行われたものと仮定して、１株当たり当期純利益及び１株当たり純
資産を算定しております。
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⑶　重要な子会社の状況
会 社 名 資 本 金 当社の議決権比率 主 要 な 事 業 内 容

サンエー運輸株式会社 10百万円 100.0％ 一般貨物自動車運送業

株式会社ローソン沖縄 10百万円 51.0％
沖縄県内のＣＶＳ「ローソン」のフ
ランチャイズシステム及び直営店舗
を運営

株 式 会 社 サ ン エ ー
浦 添 西 海 岸 開 発 10百万円 100.0％ 不動産及び商業施設等の所有、賃貸

借ならびに管理業務

株式会社サンエーパルコ 10百万円 51.0％ 商業施設（テナントゾーン）の運営

（注）　平成28年12月20日に、株式会社サンエーパルコを設立いたしました。

⑷　対処すべき課題
翌連結会計年度のわが国経済の見通しといたしましては、海外経済の減速や英国のＥＵ離脱

問題、米国の新政権の政策等により、先行きは不透明な状況が続くものと予想されます。
このような環境が予想される中、当社は経営方針を「意識して考え実行する」とし、人不足

やコストアップが続く中、安心・安全・信頼・良質を求めるお客様に応えるため、仕組み力、
商品力、人材力の向上について意識して考え実行するとともに、引き続き企業理念の浸透、七
大基本の徹底、既存店の活性化、効率化を図り、お客様満足度の向上に努めてまいります。ま
た、株式会社ローソン沖縄と連携し、地域食材を使った商品の共同開発、新商品の提案、売れ
筋商品の情報交換を行い、商品力の強化を図ってまいります。

出店計画につきましては、６月に「Ｖ21食品館嶺井店」（沖縄県南城市）、８月に「大湾シ
ティ」（沖縄県中頭郡読谷村）を出店する予定であります。

⑸　主要な事業内容（平成29年２月28日現在）
当社グループは、生鮮食品、加工食品等の食料品と衣料品ならびに家電・日用雑貨等の住居

関連用品の販売、外食を主体事業とする小売事業及びＣＶＳ「ローソン」のフランチャイズシ
ステムを営んでおります。
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⑹　主要な事業所及び店舗（平成29年２月28日現在）
本社・流通センター　　沖縄県宜野湾市大山７丁目２番10号
店舗　　　　　　　　　84店舗

所 在 地 店 舗 数 所 在 地 店 舗 数

沖縄県那覇市 18 沖縄県糸満市 4

沖縄県宜野湾市 10 沖縄県名護市 4

沖縄県沖縄市 9 沖縄県島尻郡 4

沖縄県中頭郡 8 沖縄県豊見城市 3

沖縄県うるま市 8 沖縄県石垣市 2

沖縄県浦添市 7 沖縄県国頭郡 2

沖縄県宮古島市 5

（注）　店舗数には、ＣＶＳ直営店舗３店舗を含んでおります。
また、上記のほかＣＶＳフランチャイズ店舗は207店舗であります。

⑺　使用人の状況（平成29年２月28日現在）
①　企業集団の使用人の状況

使 用 人 数 前 連 結 会 計 年 度 末 比 増 減

1,385名 90名増

（注）１．使用人数には、パートナー社員及びアルバイトは含まれておりません。
２．使用人数には、当社グループ外から当社グループへの出向者（３名）を含んでおります。

②　当社の使用人の状況
使 用 人 数 前 事 業 年 度 末 比 増 減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

1,382名 91名増 34.8歳 12.3年

（注）１．使用人数には、パートナー社員及びアルバイトは含まれておりません。
２．使用人数には、当社から当社グループへの出向者を含んでおります。
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⑻　主要な借入先の状況（平成29年２月28日現在）
（単位：百万円）

借 入 先 借 入 額

株式会社沖縄銀行 50

株式会社琉球銀行 50

株式会社みずほ銀行 12

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 12

合計 125

－ 8 －
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２．会社の株式に関する事項（平成29年２月28日現在）
⑴　発行可能株式総数 72,000,000株

⑵　発行済株式の総数 31,981,654株

⑶　株主数 5,560名

⑷　大株主（上位10名）
株 主 名 持 株 数 （ 株 ） 持 株 比 率 （ ％ ）

折田　富子 3,391,112 10.61

金城　和子 3,304,712 10.34

折田　譲治 2,033,240 6.36

公益財団法人折田財団 2,000,000 6.26

折田　節子 1,800,000 5.63

金城　弘道 1,414,224 4.42
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信
託口） 1,275,300 3.99

ＢＢＨ　ＦＯＲ　ＭＡＴＴＨＥＷＳ　ＪＡＰＡＮ
ＦＵＮＤ 970,600 3.04

ＢＮＰ　ＰＡＲＩＢＡＳ　ＳＥＣ　ＳＥＲＶＩＣ
ＥＳ　ＬＵＸＥＭＢＯＵＲＧ／　ＪＡＳＤＥＣ／
ＡＢＥＲＤＥＥＮ　ＧＬＯＢＡＬ　ＣＬＩＥＮＴ
ＡＳＳＥＴＳ

820,900 2.57

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託
口） 562,700 1.76

（注）持株比率は自己株式（18,257株）を控除して計算しております。

－ 9 －
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３．新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。

４．会社役員に関する事項
⑴　取締役及び監査役の状況（平成29年２月28日現在）

地 位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代表取締役会長 折田　譲治 日本流通産業㈱代表取締役副社長

代表取締役社長 上地　哲誠 ㈱サンエー浦添西海岸開発代表取締役社長

専務取締役 中西　淳
営業担当
（食品・外食・開発部、食品加工センター、

品質管理室）

常務取締役 今中　泰洋 管理、コンプライアンス、リスク管理担当

常務取締役 新城　健太郎
営業担当
（衣料・ドラッグ・電器・営業企画・ネッ

ト販売部）

取締役 田崎　正仁 食品部長

取締役 古謝　將之 ㈱ローソン沖縄代表取締役社長

取締役 野崎　聖子 うむやす法律会計事務所代表

常勤監査役 諸見　明良

監査役 國仲　昌夫

監査役 宮里　啓和

（注）１．取締役野崎聖子氏は社外取締役であります。
２．監査役國仲昌夫氏及び宮里啓和氏は、社外監査役であります。
３．取締役野崎聖子氏及び監査役國仲昌夫氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同

取引所に届け出ております。
４．取締役古謝將之氏は、非常勤取締役であります。
５．平成28年５月26日開催の第46期定時株主総会において、新たに諸見明良氏が監査役に選任され就任

いたしました。
６．常勤監査役諸見明良氏は、長年にわたり当社の経理・財務業務に携わってきた経験があり、財務及び

会計に関する相当程度の知見を有しております。
７．監査役國仲昌夫氏は、金融機関での長年の業務経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を

有しております。
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８．取締役野崎聖子氏及び監査役宮里啓和氏は、弁護士の資格を有しており、法律的見地から企業活動の
適正性を判断する相当程度の知見を有しております。

９．平成28年５月26日開催の第46期定時株主総会終結の時をもって、監査役鍵谷裕二氏は、任期満了に
より退任いたしました。

⑵　責任限定契約の内容の概要
　当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損
害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定め
る最低責任限度額としております。

⑶　取締役及び監査役の報酬等の総額
区 分 支 給 人 員 支 給 額

取締役（うち社外取締役） 7名（1名） 160百万円 （ 3百万円）

監査役（うち社外監査役） 4名（2名） 24百万円 （ 8百万円）

合計 11名（3名） 185百万円（12百万円）

（注）１．取締役の報酬限度額は、平成８年５月18日開催の第26期定時株主総会において年額300百万円以内と
決議いただいております。

２．監査役の報酬限度額は、平成８年５月18日開催の第26期定時株主総会において年額30百万円以内と
決議いただいております。

３．取締役の支給人員は、無報酬の取締役１名を除いております。
４．監査役の報酬等の総額には、平成28年５月26日開催の第46期定時株主総会終結の時をもって退任し

た監査役１名の在任中の報酬等の額が含まれております。
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⑷　社外役員に関する事項
①　他の法人等の業務執行者としての重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

　取締役野崎聖子氏は、うむやす法律会計事務所の代表であります。当社と兼職先との間には
特別の関係はありません。

②　他の法人等の社外役員等としての重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係
　該当事項はありません。

③　当事業年度における主な活動状況
出席状況及び発言状況

取締役　野崎聖子 当事業年度に開催された取締役会13回のうち11回に出席し、弁護士として
の専門的見地から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため
の助言・提言を行っております。

監査役　國仲昌夫 当事業年度に開催された取締役会13回のうち13回、監査役会15回のうち
15回に出席し、金融機関出身としての専門的見地から、取締役会におい
て、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行って
おります。また、監査役会において、当社の内部統制及び内部監査につい
て適宜、必要な発言を行っております。

監査役　宮里啓和 当事業年度に開催された取締役会13回のうち12回、監査役会15回のうち
15回に出席し、弁護士としての専門的見地から、取締役会において、取締
役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っておりま
す。また、監査役会において、当社の内部統制及び内部監査について適宜、
必要な発言を行っております。
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５．会計監査人の状況
⑴　名称

有限責任監査法人　トーマツ

⑵　報酬等の額
支 払 額

①　当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額 28百万円

②　当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産
上の利益の合計額 28百万円

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の
監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監
査人としての報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２．当監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査
方法及び監査内容などを確認し、検討した結果、これらについて適切であると判断したため、会計監
査人の報酬等につき、会社法第399条第１項の同意を行いました。

⑶　会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査役会は会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、

会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき当該
議案を株主総会の会議の目的とすることといたします。

また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認めら
れる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会
が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した
旨及びその理由を報告いたします。
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６．業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
当社は取締役会において以下のとおり「内部統制システムの基本方針」を決議しております。（最

終改定　平成27年5月28日）
(1)　当社及び当社子会社の取締役及び従業員等の職務の執行が法令及び定款に適合することを確

保するための体制
①　当社は、法令、企業倫理、社内規程等の遵守に関する基本方針・行動規範である「コンプラ

イアンスガイドライン」を策定し、当社及び当社子会社（以下「当社グループ」という）の役
員及び従業員に周知徹底する。

②　コンプライアンス担当役員を委員長とする「コンプライアンス委員会」を設置し、「コンプ
ライアンス委員会規程」に基づき、当社グループにおけるコンプライアンス全般に関する事項
について審議又は改善策等の提案を行う。また、当社グループの役員及び従業員のコンプライ
アンスに関する意識向上のための啓蒙活動及び教育研修を実施する。

③　法令違反その他コンプライアンスに関する問題の早期発見、是正を図るため、直接通報でき
る「内部通報窓口」を設置し、当社グループの役員及び従業員を対象として運用する。

④　内部監査部門は、当社グループ全体の内部統制の評価並びに業務の適正及び有効性について
監査する。

⑤　反社会的勢力との関係を排除するとともに、反社会的勢力からの不当な要求に対して弁護士
や警察等と緊密に連携し毅然とした姿勢で対応する。

(2)　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
　取締役の職務の執行に係る情報については、「文書取扱規程」に基づいて、保存媒体に必要に
応じて適切かつ確実に保管、管理するとともに、関係者が閲覧可能な状態を維持する。

(3)　損失の危険の管理に関する規程その他の体制
①　当社グループにおけるリスクの的確な把握、評価と適切なコントロールを行うリスク管理体

制を構築するとともに、重大事案が発生した場合における、被害拡大防止や損害・損失の極小
化を可能にする危機管理体制を構築する。

②　リスク管理担当取締役を委員長とする「リスク管理委員会」を設置し、「リスク管理規程」
に基づき、当社グループにおけるリスク管理活動を円滑、適切に推進する。

(4)　取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
①　役員及び従業員による意思決定と業務執行についての権限と責任を明確にするとともに、業

務分掌を整備し、適正かつ効率的な意思決定と業務執行を確保する。
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②　「取締役会」及び「経営会議」を定期的に開催し、重要事項の議論、共有及び審議を経て執
行決定を行う。

③　業務の適正かつ簡素化、情報システムの適切な利用等を通じて業務の効率化を当社グループ
横断で推進する。

(5)　企業集団における業務の適正を確保するための体制
①　当社グループにおける業務の適正を確保するため、当社が策定する「コンプライアンスガイ

ドライン」を当社グループ全体の行動指針として周知徹底する。
②　子会社を主管する部門が、「関係会社管理規程」に基づき、子会社の業務の適正化を管理す

る。また、子会社から決算状況及びその他重要事項を適時に報告を受ける。
③　内部監査部門は、子会社の業務の適正に関する監査を定期的に実施する。

(6)　財務報告の信頼性を確保するための体制
①　当社グループの財務報告に係る内部統制は、法令及び証券取引所の規則を遵守し、評価、維

持、改善等を行い、適正かつ適時に財務報告を行う。
②　「財務報告に係る内部統制の整備・運用規程」に基づき、全社的な内部統制の状況や業務プ

ロセス等を評価及び改善する。

(7)　監査役の職務を補完すべき従業員に関する体制と当該従業員の取締役からの独立性及び監査
役の当該従業員への指示の実効性の確保に関する事項

①　監査役がその職務を補完すべき従業員を置くことを求めた場合は、常勤監査役と協議のうえ
人選する。

②　当該従業員が他部署の職務を兼務する場合は、監査役に係る業務を優先して従事する。

(8)　役員及び従業員が監査役に報告するための体制その他監査役への報告に対する体制
①　当社グループの役員及び従業員は、当社グループの業績に重大な損失を及ぼす事実又はその

おそれを発見したとき、その他事業運営上の重要事項を適時に監査役に報告する。また、監査
役の求めに応じて随時その職務の執行状況その他に関する報告を行う。

②　内部監査部門は、監査計画及び監査結果を適時又は半期毎に監査役に報告を行う。
③　「コンプライアンス委員会」において、内部通報制度に基づく通報状況とその対応状況を定

期的に監査役に報告する。
④　内部通報制度に基づく通報又は監査役に対する職務の執行状況その他に関する報告を行った

ことを理由として、不利な扱いを行わない。

－ 15 －

業務の適正を確保するための体制



(9)　その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
①　監査役は、「取締役会」に参加するほか、必要と認められる重要な会議に出席する。
②　常勤監査役は、当社グループの重要な会議に参加するほか、稟議書等業務執行に係る重要な

書類を閲覧し、重要な意思決定の過程や業務の執行状況を把握する。
③　監査役は、内部監査部門及び会計監査人と適時情報交換を行うとともに、連携して監査を行

う。
④　監査役が職務の執行のために合理的な費用の支払を求めたときは、これに応じる。

(10)　業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　当連結会計年度に実施した当社グループにおける内部統制システムの主な運用状況は以下の
とおりであります。

①　コンプライアンスに関する取組み
　当社グループにおけるコンプライアンスに関する取組みについては、「コンプライアンス委
員会」を定期又は適宜開催し、審議又は改善策等の提案を行いました。また、２月にコンプラ
イアンス啓蒙月間を設け、当社グループの役員及び従業員のコンプライアンスに関する意識向
上のための啓蒙活動を実施いたしました。

②　リスク管理体制
　当社グループにおけるリスク管理体制については、「リスク管理委員会」を定期又は適宜開
催し、当社グループから報告された各種リスクについて迅速かつ適切な対応を行いました。

③　内部監査の実施状況について
　内部監査室は内部監査計画に基づき、当社グループにおける業務の適正性や法令遵守状況等
に関する内部監査を実施いたしました。
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連 結 貸 借 対 照 表
（平成29年２月28日現在）

（単位：百万円）
資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額
流動資産

現金及び預金
売掛金
商品及び製品
原材料及び貯蔵品
前払費用
繰延税金資産
その他

固定資産
有形固定資産

建物及び構築物
機械装置及び運搬具
工具、器具及び備品
土地
リース資産
建設仮勘定

無形固定資産
のれん
借地権
ソフトウエア
その他

投資その他の資産
投資有価証券
関係会社株式
長期前払費用
繰延税金資産
差入保証金
建設協力金
その他

62,761
46,122
2,594

11,150
302
410
831

1,348
67,666
57,767
22,198

536
1,611

32,291
15

1,112
1,123

450
460
92

119
8,775

752
21

275
1,718
5,163

843
0

流動負債 21,985
買掛金 8,271
１年内返済予定の長期借入金 100
リース債務 14
未払金 4,316
未払費用 1,084
未払法人税等 2,562
預り金 1,899
賞与引当金 1,063
商品券等回収損失引当金 42
その他 2,630

固定負債 4,753
長期借入金 25
リース債務 2
長期預り保証金 2,291
退職給付に係る負債 1,575
資産除去債務 442
その他 416

負債合計 26,739
純 資 産 の 部

株主資本 100,711
資本金 3,723
資本剰余金 3,686
利益剰余金 93,329
自己株式 △26

その他の包括利益累計額 176
その他有価証券評価差額金 237
退職給付に係る調整累計額 △60

非支配株主持分 2,800
純資産合計 103,688

資産合計 130,427 負債純資産合計 130,427

－ 17 －

連結貸借対照表



連 結 損 益 計 算 書

(自　平成28年 3 月 1 日
至　平成29年 2 月28日)

（単位：百万円）
科 目 金 額

売上高 169,427
売上原価 116,813

売上総利益 52,613
営業収入 10,816

営業総利益 63,429
販売費及び一般管理費 48,423

営業利益 15,006
営業外収益

受取利息及び配当金 109
その他 348 457

営業外費用
支払利息 2
その他 49 52
経常利益 15,411

特別損失
固定資産除却損 36
減損損失 15 52

税金等調整前当期純利益 15,358
法人税、住民税及び事業税 5,034
法人税等調整額 9 5,043
当期純利益 10,314
非支配株主に帰属する当期純利益 529
親会社株主に帰属する当期純利益 9,785
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連結株主資本等変動計算書

(自　平成28年 3 月 1 日
至　平成29年 2 月28日)

（単位：百万円）

株 主 資 本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当連結会計年度期首残高 3,723 3,686 84,886 △26 92,268

当連結会計年度変動額

剰余金の配当 － － △1,342 － △1,342

親会社株主に帰属する
当期純利益 － － 9,785 － 9,785

自己株式の取得 － － － △0 △0

株主資本以外の項目の
当期変動額(純額) － － － － －

当連結会計年度変動額合計 － － 8,443 △0 8,443

当連結会計年度末残高 3,723 3,686 93,329 △26 100,711

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
非支配株主持分 純資産合計

その他有価証券評価差額金 退職給付に係る調整累計額 その他の包括利益累計額合計

当連結会計年度期首残高 123 △118 4 2,599 94,873

当連結会計年度変動額

剰余金の配当 － － － － △1,342

親会社株主に帰属する
当期純利益 － － － － 9,785

自己株式の取得 － － － － △0

株主資本以外の項目の
当期変動額(純額) 113 57 171 201 372

当連結会計年度変動額合計 113 57 171 201 8,815

当連結会計年度末残高 237 △60 176 2,800 103,688
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貸　借　対　照　表
（平成29年２月28日現在）

（単位：百万円）
資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額
流動資産

現金及び預金
売掛金
商品及び製品
原材料及び貯蔵品
前払費用
繰延税金資産
その他

固定資産
有形固定資産

建物
構築物
機械装置
車両運搬具
工具、器具及び備品
土地
リース資産
建設仮勘定

無形固定資産
借地権
ソフトウエア
その他

投資その他の資産
投資有価証券
関係会社株式
出資金
関係会社長期貸付金
長期前払費用
繰延税金資産
差入保証金
建設協力金

60,891
45,113
2,594

11,134
302
269
787
690

65,662
50,810
19,335

558
534

2
1,517

27,991
15

855
663
452
92

118
14,188

752
3,106

0
4,579

273
1,654
2,983

837

流動負債 21,475
買掛金 8,271
１年内返済予定の長期借入金 100
リース債務 14
未払金 4,241
未払費用 1,063
未払法人税等 2,251
未払消費税等 731
前受金 282
預り金 1,877
商品券 1,569
賞与引当金 1,027
商品券等回収損失引当金 42

固定負債 4,358
長期借入金 25
リース債務 2
退職給付引当金 1,488
長期預り保証金 2,034
資産除去債務 392
長期未払金 416

負債合計 25,834
純 資 産 の 部

株主資本 100,483
資本金 3,723
資本剰余金 3,686

資本準備金 3,686
利益剰余金 93,100

利益準備金 344
その他利益剰余金 92,755

圧縮積立金 273
別途積立金 82,630
繰越利益剰余金 9,852

自己株式 △26
評価・換算差額等 237

その他有価証券評価差額金 237
純資産合計 100,720

資産合計 126,554 負債純資産合計 126,554

－ 20 －

貸借対照表
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損　益　計　算　書

(自　平成28年 3 月 1 日
至　平成29年 2 月28日)

（単位：百万円）
科 目 金 額

売上高 168,977
売上原価 116,467

売上総利益 52,509
営業収入 4,762

営業総利益 57,271
販売費及び一般管理費 43,677

営業利益 13,594
営業外収益

受取利息及び配当金 456
その他 336 792

営業外費用
支払利息 2
その他 47 49
経常利益 14,336

特別損失
固定資産除却損 31
減損損失 15 47

税引前当期純利益 14,289
法人税、住民税及び事業税 4,462
法人税等調整額 21 4,483
当期純利益 9,805

－ 21 －

損益計算書



株主資本等変動計算書

(自　平成28年 3 月 1 日
至　平成29年 2 月28日)

（単位：百万円）
株 主 資 本 評価・換算

差 額 等

純資産合計
資 本 金

資本剰余金 利 益 剰 余 金
自 己 株 式 株 主 資 本

合 計
そ の 他
有 価 証 券
評価差額金資本準備金 利益準備金

そ の 他
利益剰余金

（注）
当期首残高 3,723 3,686 344 84,292 △26 92,020 123 92,143
当期変動額

剰余金の配当 － － － △1,342 － △1,342 － △1,342
当期純利益 － － － 9,805 － 9,805 － 9,805
自己株式の取得 － － － － △0 △0 － △0
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額) － － － － － － 113 113

当期変動額合計 － － － 8,462 △0 8,462 113 8,576
当期末残高 3,723 3,686 344 92,755 △26 100,483 237 100,720

（注）　その他利益剰余金の内訳 （単位：百万円）
圧 縮 積 立 金 別 途 積 立 金 繰 越 利 益 剰 余 金 その他利益剰余金合計

当期首残高 279 74,730 9,282 84,292
当期変動額

別途積立金の積立 － 7,900 △7,900 －
圧縮積立金の取崩 △6 － 6 －
剰余金の配当 － － △1,342 △1,342
当期純利益 － － 9,805 9,805

当期変動額合計 △6 7,900 569 8,462
当期末残高 273 82,630 9,852 92,755

－ 22 －

株主資本等変動計算書



招
集
ご
通
知

事
業
報
告

計
算
書
類

監
査
報
告

株
主
総
会
参
考
書
類

連結計算書類に係る会計監査報告 謄本
独立監査人の監査報告書

平成29年４月13日
株 式 会 社 サ ン エ ー
取 締 役 会 　 御 中

有限責任監査法人　トーマツ
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 水 野 雅 史 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 城 戸 昭 博 ㊞

当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社サンエーの平成28年３月１日から平成29
年２月28日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資
本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
連結計算書類に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対する意見
を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して
監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的
な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監
査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に
基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算
書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及び
その適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討す
ることが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、株式会社サンエー及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益
の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以　上

－ 23 －
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計算書類に係る会計監査報告　謄本
独立監査人の監査報告書

平成29年４月13日
株 式 会 社 サ ン エ ー
取 締 役 会 　 御 中

有限責任監査法人　トーマツ
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 水 野 雅 史 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 城 戸 昭 博 ㊞

当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社サンエーの平成28年３月１日から
平成29年２月28日までの第47期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。
計算書類等に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及びそ
の附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計
算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。
監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明細
書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の
基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施すること
を求めている。

監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が
実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重
要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意
見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手
続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。ま
た、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見

当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業
会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要
な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以　上

－ 24 －

個別会計監査報告
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監査役会の監査報告　謄本
監　査　報　告　書

　当監査役会は、平成28年3月1日から平成29年2月28日までの第47期事業年度の取締役の職務の
執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以
下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
(1)　監査役会は、当事業年度の監査方針、監査計画等を定め、各監査役から監査の実施状況及
び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について
報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
(2)　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、当事業年度の監査方針、監査
計画等に従い、取締役、内部監査室その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査
の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。

①　取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況につ
いて報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社において
業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及
び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受
けました。

②　事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保
するための体制その他株式会社及びその子会社からなる企業集団の業務の適正を確保
するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の
整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制
システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について報告を
受け、必要に応じて説明を求めました。

③　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証
するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて
説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保す
るための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理
基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、
必要に応じて説明を求めました。

－ 25 －

監査役会の監査報告



以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類
（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並び
に連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記
表）について検討いたしました。

２．監査の結果
(1)　事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示している
ものと認めます。

②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実
は認められません。

③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内
部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘
すべき事項は認められません。

(2)　計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3)　連結計算書類の監査結果
会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

平成29年4月17日
株式会社サンエー　監査役会
常勤監査役　　諸　見　明　良　㊞
社外監査役　　國　仲　昌　夫　㊞
社外監査役　　宮　里　啓　和　㊞

以　上

－ 26 －
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株主総会参考書類

第１号議案　剰余金の処分の件
当社は、株主の皆様への適切な利益還元を経営の重要課題であると認識し、中長期的に収益性及

び財務体質の強化を図るとともに、経済情勢、業界の動向、業績の伸展状況等に応じて、株主の皆
様に安定的な利益還元を行うことを基本方針としております。この方針のもと、今後の事業展開等
を勘案して、以下のとおり当期の期末配当及びその他の剰余金の処分をいたしたいと存じます。

１．期末配当に関する事項
①　配当財産の種類

　金銭といたします。
②　配当財産の割当てに関する事項及びその総額

　当社普通株式１株につき金47円といたしたいと存じます。
　なお、この場合の配当総額は1,502,279,659円となります。

③　剰余金の配当が効力を生じる日
　平成29年５月26日といたしたいと存じます。

２．その他の剰余金の処分に関する事項
①　減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 8,300,000,000円
②　増加する剰余金の項目とその額

別途積立金 8,300,000,000円

－ 27 －

剰余金処分議案



第２号議案から第６号議案に共通するご参考事項
　本株主総会参考書類29頁から39頁までに記載の第２号議案から第６号議案の各議案は、監査等委
員会設置会社移行に関連するものであります。これらの議案を上程するにあたり、監査等委員会設
置会社へ移行する理由及び監査等委員会設置会社の特徴をご説明いたします。
◆監査等委員会設置会社への移行理由
　当社は、コーポレートガバナンスの強化を経営の最重要課題と捉え、従来より経営の透明性の向
上、意思決定の迅速化の確保に取り組んでまいりました。今般、監査等委員会設置会社へ移行する
ことにより、社外取締役である監査等委員が取締役会の議決権を保有することで取締役会の監督機
能を強化し、経営の健全性、透明性を一層向上させることができると考えております。また、業務
上の意思決定のさらなる迅速化を実現することで、当社を取り巻く経営環境において必要となる迅
速・果断な意思決定を行う仕組みを構築してまいります。

◆監査等委員会設置会社について
　「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）により創設された監査等委員会設置会
社は、監査役・監査役会に代わり、３名以上の取締役で構成され、その過半数を社外取締役が占め
る監査等委員会が設置されます。監査等委員である取締役は、監査役とは異なり、取締役として取
締役会における議決権を有するほか、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の選解任や報酬
について株主総会において意見を述べる権限を有します。これらの点から、監査等委員・監査等委
員会による監督機能の強化が見込まれます。
　また、監査等委員会設置会社においては、定款の規定に基づき、取締役会の決議によって意思決
定の権限を一定程度取締役へ委譲することが可能です。これにより、業務上の意思決定を迅速に行
えるようになるとともに、執行と監督を分離できることから、監督の実効性をより高めることが可
能になると考えております。
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第２号議案　定款一部変更の件
１．提案の理由

①　監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員会及び監査等委員に関する規定の新設
ならびに監査役会及び監査役に関する規定の削除等、所要の変更を行うものであります。

②　併せて監査等委員会設置会社への移行に伴い、取締役会の決議によって重要な業務執行の
決定の全部または一部を取締役に委任することができる旨の規定として第27条（業務執行
の決定の取締役への委任）を新設するものであります。

③　上記の条文の新設、変更及び削除に伴う条数の変更ならびにその他所要の変更を行うもの
であります。

２．変更の内容
　変更の内容は次のとおりであります。
　なお、本議案は、本総会終結の時をもって効力を生じるものといたします。

（下線部分は変更箇所を示しております。）
現 行 定 款 変 更 案

第１条～第18条　　（条文省略） 第１条～第18条　 （現行どおり）

第19条（取締役の員数） 第19条（取締役の員数）
　当会社の取締役は、13名以内とする。 　当会社の取締役（監査等委員であるものを除

く。）は、11名以内とする。
（新　設） ２　当会社の監査等委員である取締役（以下、

「監査等委員」という。）は、４名以内とす
る。

第20条（取締役の選任） 第20条（取締役の選任）
　取締役は、株主総会の決議によって選任す
る。

　取締役は、監査等委員とそれ以外の取締役と
を区別して株主総会の決議によって選任す
る。

２　　　　　　（条文省略） ２　　　　　 （現行どおり）
３　　　　　　（条文省略） ３　　　　　 （現行どおり）

第21条（取締役の任期） 第21条（取締役の任期）
　取締役の任期は、選任後２年以内に終了する
事業年度のうち最終のものに関する定時株主
総会終結の時までとする。

　取締役の任期は、選任後１年以内に終了する
事業年度のうち最終のものに関する定時株主
総会終結の時までとする。
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現 行 定 款 変 更 案
（新　設） ２　前項の規定にかかわらず、監査等委員の任期

は、選任後２年以内に終了する事業年度のう
ち最終のものに関する定時株主総会終結の
時までとする。

２　補欠または増員として選任された取締役の
任期は、他の在任取締役の任期の満了する時
までとする。

３　補欠として選任された監査等委員の任期
は、退任した監査等委員の任期の満了する時
までとする。

（新　設） ４　会社法第329条第３項に基づき選任された
補欠監査等委員の選任決議が効力を有する
期間は、選任後２年以内に終了する事業年度
のうち最終のものに関する定時株主総会開
始の時までとする。

第22条（代表取締役および役付取締役） 第22条（代表取締役および役付取締役）
　当会社は、取締役会の決議によって、代表取
締役を選定する。

　当会社は、取締役会の決議によって、取締役
（監査等委員を除く。）の中から代表取締役を
選定する。

２　　　　　　（条文省略） ２　　　　　 （現行どおり）
３　取締役会は、その決議によって取締役社長１

名を選定し、また必要に応じ、取締役会長１
名および取締役副社長、専務取締役、常務取
締役各若干名を選定することができる。

３　取締役会は、その決議によって取締役（監査
等委員を除く。）の中から取締役社長１名を
選定し、取締役会長１名および取締役副社
長、専務取締役、常務取締役各若干名を選定
することができる。

４　　　　　　（条文省略） ４　　　　　 （現行どおり）

第23条　　　　　　（条文省略） 第23条　　　　　 （現行どおり）

第24条（取締役会の招集通知） 第24条（取締役会の招集通知）
　取締役会の招集通知は、各取締役および各監
査役に対し、会日の３日前までに発する。ただ
し、緊急の場合には、この期間を短縮すること
ができる。

　取締役会の招集通知は、各取締役に対し、会
日の３日前までに発する。ただし、緊急の場合
には、この期間を短縮することができる。

第25条　　　　　　（条文省略） 第25条　　　　　 （現行どおり）

－ 30 －

定款一部変更の件



招
集
ご
通
知

事
業
報
告

計
算
書
類

監
査
報
告

株
主
総
会
参
考
書
類

現 行 定 款 変 更 案
第26条（取締役会の決議の省略） 第26条（取締役会の決議の省略）

　当会社は、取締役の全員が取締役会の決議事
項について書面または電磁的記録により同意
した場合には、当該決議事項を可決する旨の取
締役会の決議があったものとみなす。ただ
し、監査役が異議を述べたときはこの限りでな
い。

　当会社は、取締役の全員が取締役会の決議事
項について書面または電磁的記録により同意
した場合には、当該決議事項を可決する旨の取
締役会の決議があったものとみなす。

（新　設） 第27条（業務執行の決定の取締役への委任）
　当会社は、会社法第399条の13第６項の規定
により、取締役会の決議によって重要な業務執
行（同条第５項各号に掲げる事項を除く。）の
決定の全部または一部を取締役に委任するこ
とができる。

第27条（取締役会の議事録） 第28条（取締役会の議事録）
　取締役会における議事の経過の要領および
その結果ならびにその他法令で定める事項
は、議事録に記載または記録し、出席した取締
役および監査役がこれに記名押印または電子
署名する。

　取締役会における議事の経過の要領および
その結果ならびにその他法令で定める事項
は、議事録に記載または記録し、出席した取締
役がこれに記名押印または電子署名する。

（新　設） 第29条（取締役会規程）
　取締役会に関する事項は、法令または定款に
定めるもののほか、取締役会において定める取
締役会規程による。

第28条（取締役の報酬等） 第30条（取締役の報酬等）
　取締役の報酬等は、株主総会の決議によって
定める。

　取締役の報酬等は、株主総会の決議によっ
て、監査等委員とそれ以外の取締役とを区別し
て定める。

第29条　　　　　　（条文省略） 第31条　　　　　 （現行どおり）
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現 行 定 款 変 更 案
第５章　監査役および監査役会 第５章　監査等委員会

第30条（監査役および監査役会の設置） 第32条（監査等委員会の設置）
　当会社は、監査役および監査役会を置く。 　当会社は、監査等委員会を置く。

第31条（監査役の員数） （削　除）
　当会社の監査役は、４名以内とする。

第32条（監査役の選任） （削　除）
　監査役は、株主総会の決議によって選任す
る。

２　監査役の選任決議は、議決権を行使すること
ができる株主の議決権の３分の１以上を有
する株主が出席し、その議決権の過半数をも
って行う。

第33条（監査役の任期） （削　除）
　監査役の任期は、選任後４年以内に終了する
事業年度のうち最終のものに関する定時株主
総会終結の時までとする。

２　任期満了前に退任した監査役の補欠として
選任された監査役の任期は、退任した監査役
の任期の満了する時までとする。

第34条（常勤監査役） 第33条（常勤監査等委員）
　監査役会は、監査役の中から常勤の監査役を
選定する。

　監査等委員会は、監査等委員の中から常勤の
監査等委員を選定することができる。

第35条（監査役会の招集通知） 第34条（監査等委員会の招集通知）
　監査役会の招集通知は、各監査役に対し、会
日の３日前までに発する。ただし、緊急の場合
には、この期間を短縮することができる。

　監査等委員会の招集通知は、各監査等委員に
対し、会日の３日前までに発する。ただし、緊
急の場合には、この期間を短縮することができ
る。

第36条（監査役会の決議の方法） 第35条（監査等委員会の決議の方法）
　監査役会の決議は、法令に別段の定めがある
場合を除き、監査役の過半数をもって行う。

　監査等委員会の決議は、監査等委員の過半数
が出席し、その過半数をもって行う。

－ 32 －

定款一部変更の件



招
集
ご
通
知

事
業
報
告

計
算
書
類

監
査
報
告

株
主
総
会
参
考
書
類

現 行 定 款 変 更 案
第37条（監査役会の議事録） 第36条（監査等委員会の議事録）

　監査役会における議事の経過の要領および
その結果ならびにその他法令で定める事項
は、議事録に記載または記録し、出席した監査
役がこれに記名押印または電子署名する。

　監査等委員会における議事の経過の要領お
よびその結果ならびにその他法令で定める事
項は、議事録に記載または記録し、出席した監
査等委員がこれに記名押印または電子署名す
る。

（新　設） 第37条（監査等委員会規程）
　監査等委員会に関する事項は、法令または定
款に定めるもののほか、監査等委員会において
定める監査等委員会規程による。

第38条（監査役の報酬等） （削　除）
　監査役の報酬等は、株主総会の決議によって
定める。

第39条（監査役の責任免除） （削　除）
　当会社は、監査役との間で、会社法第423条
第１項の賠償責任について法令に定める要件
に該当する場合には賠償責任を限定する契約
を締結することができる。ただし、当該契約に
基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低
責任限度額とする。

第６章　会計監査人 第６章　会計監査人

第40条～第42条　　（条文省略） 第38条～第40条　 （現行どおり）

第43条（会計監査人の報酬等） 第41条（会計監査人の報酬等）
　会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査役
会の同意を得て定める。

　会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査等
委員会の同意を得て定める。

第44条～第47条　　（条文省略） 第42条～第45条　 （現行どおり）
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現 行 定 款 変 更 案
（新　設） 附則

（監査役の責任免除に関する経過措置）
　第47期定時株主総会終結前の監査役（監査役であっ
た者を含む。）の行為に関する会社法第423条第１項
の賠償責任を限定する契約については、なお同定時株
主総会の決議による変更前の定款第39条の定めると
ころによる。

第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件
　当社は第２号議案「定款一部変更の件」の承認可決を条件として、監査等委員会設置会社へ移行
いたします。つきましては、取締役全員（８名）は、本総会の終結の時をもって任期満了となりま
すので、取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名の選任をお願いいたしたいと存じます。
　本議案は、第２号議案「定款一部変更の件」の効力が生じた時をもって効力を生じるものといた
します。
　取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号

ふ
氏

り
　

が
　

な
名

（生　年　月　日）
略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（重　要　な　兼　職　の　状　況）

所 有 す る 当 社
の 株 式 数

１
おり
折

た
田

じょう
譲

じ
治

（昭和23年10月14日生）

昭和58年６月 当社入社

2,033,240株

昭和59年１月 当社取締役社長室長
昭和62年２月 当社専務取締役
平成６年８月 当社取締役副社長
平成７年２月 当社代表取締役会長（現在）
（重要な兼職の状況）

日本流通産業株式会社代表取締役副社長

２
うえ
上

ち
地

てっ
哲

せい
誠

（昭和24年12月30日生）

昭和45年12月 当社入社

227,004株

昭和52年６月 当社衣料部担当部長
昭和53年４月 当社取締役衣料部長
昭和59年５月 当社取締役食品部長
昭和62年２月 当社常務取締役
平成４年５月 当社専務取締役
平成６年５月 当社取締役副社長
平成７年２月 当社代表取締役社長（現在）

（重要な兼職の状況）
株式会社サンエー浦添西海岸開発代表取締役社長
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候補者
番 号

ふ
氏

り
　

が
　

な
名

（生　年　月　日）
略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（重　要　な　兼　職　の　状　況）

所 有 す る 当 社
の 株 式 数

３
なか
中

にし
西

 
　

あつし
淳

（昭和35年12月14日生）

平成元年３月 当社入社

74,628株

平成４年10月 当社外食部長
平成５年５月 当社常務取締役
平成７年２月 当社専務取締役
平成16年８月 当社専務取締役（営業担当）
平成25年５月 当社専務取締役（衣料・食品・外食・

ドラッグ・開発部、食品加工センター、
品質管理室担当）

平成26年２月 当社専務取締役（食品・外食・開発部、
食品加工センター、品質管理室担当）
（現在）

４
いま
今

なか
中

やす
泰

ひろ
洋

（昭和39年５月４日生）

平成元年４月 当社入社

76,434株

平成５年６月 当社人事部長
平成７年２月 当社取締役人事部長
平成９年９月 当社取締役人事・総務部長
平成11年４月 当社取締役人事部長
平成16年３月 当社取締役
平成21年３月 当社取締役総務部長
平成21年５月 当社取締役総務部長（リスク管理担

当）
平成25年５月 当社常務取締役（管理、コンプライア

ンス、リスク管理担当）（現在）

５
あら
新

 
　

しろ
城

 
　

けん
健

た
太

ろう
郎

（昭和43年11月15日生）

平成４年４月 当社入社

11,600株

平成７年12月 当社電器部長
平成19年５月 当社取締役電器部長
平成24年９月 当社取締役電器部長兼販促企画部長
平成25年５月 当社常務取締役（電器・販促企画担当）
平成26年２月 当社常務取締役（衣料・ドラッグ・電

器・営業企画・ネット販売部担当）（現
在）

６
た
田

さき
崎

まさ
正

ひと
仁

（昭和38年３月７日生）

平成元年４月 当社入社
20,900株平成19年８月 当社食品部長

平成23年５月 当社取締役食品部長（現在）
（注）　各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
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第４号議案　監査等委員である取締役４名選任の件
　当社は第２号議案「定款一部変更の件」の承認可決を条件として、監査等委員会設置会社へ移行
いたします。つきましては、監査等委員である取締役４名の選任をお願いいたしたいと存じます。
　なお、本議案に関しましてはあらかじめ監査役会の同意を得ております。
　本議案は、第２号議案「定款一部変更の件」の効力が生じた時をもって効力を生じるものといた
します。
　監査等委員である取締役の候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号

ふ
氏

り
　

が
　

な
名

（生　年　月　日）
略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（重　要　な　兼　職　の　状　況）

所 有 す る 当 社
の 株 式 数

１

※
もろ
諸

み
見

あき
明

よし
良

（昭和36年10月３日生）

昭和58年４月 当社入社

125,648株

平成４年４月 当社経理部長
平成５年５月 当社専務取締役
平成16年３月 当社専務取締役（管理担当）
平成19年２月 当社専務取締役（管理・リスク担当）
平成20年５月 当社専務取締役（管理・コンプライア

ンス担当）
平成25年５月 当社管理部門統括部長
平成28年５月 当社常勤監査役（現在）
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候補者
番 号

ふ
氏

り
　

が
　

な
名

（生　年　月　日）
略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（重　要　な　兼　職　の　状　況）

所 有 す る 当 社
の 株 式 数

２

※
みや
宮

ざと
里

けい
啓

わ
和

（昭和21年９月27日生）

昭和52年４月 東京弁護士会に弁護士登録

─株
昭和53年７月 沖縄弁護士会に弁護士登録換え
平成18年３月 沖縄瓦斯株式会社監査役
平成21年５月 当社社外監査役（現在）

３

※
の
野

ざき
崎

せい
聖

こ
子

（昭和49年２月25日生）

平成14年10月 第二東京弁護士会登録

─株

平成14年10月 森・濱田松本法律事務所入所
平成18年８月 沖縄弁護士会登録
平成18年９月 宮崎法律事務所（現：弁護士法人那覇

綜合）入所
平成25年１月 うむやす法律事務所（現：うむやす法

律会計事務所）設立
同事務所代表（現在）

平成27年５月 当社社外取締役（現在）

４

※
お
翁

なが
長

とも
朝

つね
常

（昭和42年２月25日生）

平成８年10月 宮国公認会計士事務所入所

─株

平成10年６月 監査法人トーマツ那覇事務所入所
平成15年４月 日本公認会計士協会に公認会計士登録
平成15年７月 城間公認会計士事務所入所
平成16年７月 沖縄税理士会に税理士登録
平成18年１月 翁長公認会計士・税理士事務所設立

同事務所代表（現在）
（注）１．各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

２．※印は、新任の候補者であります。
３．宮里啓和、野崎聖子、翁長朝常の三氏は、監査等委員である社外取締役候補者であります。
４．当社は、野崎聖子氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。また、当社は翁長朝常氏

を東京証券取引所に独立役員として届け出る予定であります。
５．宮里啓和氏を監査等委員である社外取締役候補者とした理由は、弁護士としての法令等に関する専門

的な知識及び経験等を有しており、経営の健全性・適正性の確保及び透明性の向上に寄与していただ
けると考えております。なお、同氏は、直接企業経営に関与した経験はありませんが、上記の理由に
より、監査等委員である社外取締役としての職務を遂行できるものと判断いたしました。
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６．野崎聖子氏を監査等委員である社外取締役候補者とした理由は、弁護士としての法令等に関する専門
的な知識及び経験等を有しており、経営の健全性・適正性の確保及び透明性の向上に寄与していただ
けると考えております。なお、同氏は、直接企業経営に関与した経験はありませんが、上記の理由に
より、監査等委員である社外取締役としての職務を遂行できるものと判断いたしました。また、同氏
の社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって２年であります。

７．翁長朝常氏を監査等委員である社外取締役候補者とした理由は、公認会計士及び税理士としての財
務・会計に関する専門的な知識及び経験等を有しており、経営の健全性・適正性の確保及び透明性の
向上に寄与していただけると考えております。なお、同氏は、直接企業経営に関与した経験はありま
せんが、上記の理由により、監査等委員である社外取締役としての職務を遂行できるものと判断いた
しました。

８．当社は、宮里啓和、野崎聖子の両氏との間で、当社定款に基づき、法令に定める額を限度として損害
賠償責任を限定する責任限定契約を締結しており、両氏の選任が承認された場合、両氏との間で当該
契約と同等の内容の契約を新たに締結する予定であります。また、当社は、翁長朝常氏の選任が承認
された場合、当社定款に基づき、法令に定める額を限度として損害賠償責任を限定する責任限定契約
を締結する予定であります。
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第５号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件
　当社の取締役の報酬額は、平成８年５月18日開催の第26期定時株主総会において年額300百万円
以内とご決議いただき今日に至っておりますが、当社は、第２号議案「定款一部変更の件」の承認
可決を条件として、監査等委員会設置会社へ移行いたします。つきましては、現在の取締役の報酬
額に関する定めを廃止し、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を、経済情勢等諸
般の事情も考慮して、年額300百万円以内と定めることとさせていただきたいと存じます。
　なお、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分
給与は含まないものといたしたいと存じます。第２号議案「定款一部変更の件」及び第３号議案「取
締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件」が原案どおり承認可決されますと、取締
役（監査等委員である取締役を除く。）は６名となります。
　本議案は、第２号議案「定款一部変更の件」の効力が生じた時をもって効力を生じるものといた
します。

第６号議案　監査等委員である取締役の報酬額設定の件
　当社は第２号議案「定款一部変更の件」の承認可決を条件として、監査等委員会設置会社へ移行
いたします。つきましては、監査等委員である取締役の報酬額を、監査等委員である取締役の職務
と責任を考慮して、年額50百万円以内と定めることとさせていただきたいと存じます。第２号議案
「定款一部変更の件」及び第４号議案「監査等委員である取締役４名選任の件」が原案どおり承認
可決されますと、監査等委員である取締役は４名となります。
　本議案は、第２号議案「定款一部変更の件」の効力が生じた時をもって効力を生じるものといた
します。

以　上
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株主総会　会場ご案内図
会　　場　沖縄県宜野湾市真志喜４丁目１番１号

ラグナガーデンホテル２Ｆ　羽衣の間

至普天間

至名護 国道58号線 至那覇
沖縄
銀行

宜野湾
警察署

宜野湾
高校

沖縄
コンベンション
センター

国道58号線バイパス
大山シティ伊　佐

郵便局
伊佐
ＧＳ

ラグナ
ガーデン
ホテル

はにんす
宜野湾

ユニオン

市立グラウンド

○　お車でお越しの場合
ラグナガーデンホテル専用駐車場をご利用下さい。

○　交通機関のご案内
路線バスをご利用の上、国道58号線バイパスの「コンベンションセンター前」または「宜野湾市営球場
前」にて下車して下さい。

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

地図


